
今年も10月1日から「赤い羽根募金運動」がスタートします。
～ほんの小さなやさしさで広がる大きな支援の輪～
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社会福祉法人  宮城県共同募金会

ナビゲーター／赤羽ファミリー

赤い羽根募金

県域

市町村

277,637,000円

歳末たすけあい募金

79,474,000円

9,000,000円
180,637,178円

96,999,822円

NHK歳末

総額

平成27年度 共同募金運動目標額

（前年比100.9％）366,110,000円
内訳

確定申告をすることによって、所得税（国税）の寄付金控除対象となる上、
さらに個人住民税（地方税）の寄付金控除対象となる場合があります。

寄付金のうち、2,000円を超える額の40％が
所得に対する税額から控除されます。
※ただし、所得に対する税額の25％が限度です。

寄付金のうち、2,000円を超える額が「総所得
金額」から控除されます。
※ただし、所得に対する税額の40％が限度です。

（15,000-2,000）円×40％＝5,200円
所得税が5,200円還付されます。

「税制上の優遇措置」について知ろう

「個人」 として寄付をいただく場合

共同募金会に対する寄付は、法人税法上の「指定寄付金」に位置付けら
れています。特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄付をする
場合に比べ格段の優遇措置が設けられており、寄付金は全額損金算入
することができます。

「法人」 

一年間の寄付金の合計額から、下記の計算式によって算出した金額が、個人住民税の軽減措置（寄付金控除）
の対象となります。
年間の寄付金額（※）-2,000円の10％　※総所得金額の30％が上限

基 礎 知 識

※総所得金額から控除される額

赤羽さんの場合は、所得税（国税）と個人住民税（地方税）を合わせて
最大で6,500円還付されます。

（15,000-2,000）円＝  13,000円

13,000円×20％＝2,600円
所得税が2,600円還付されます。

「所得税」
（国税）の
控除

「所得税」
（国税）

「税額控除」方式

ポイント 下記の方式のどちらかを寄付者が選択できる選択制になりました。

「所得控除」方式

「税額控除」方式 15,000円－2,000円＝13,000円
13,000円×10％＝1,300円

「所得控除」方式

「個人住民税｣
(地方税)の
控除

「個人住民税｣
(地方税)

ポイント

共同募金会への寄付は所得税（国税）
と個人住民税（地方税）ともに税制優
遇があるっていうのは、寄付者の方へ
のアピールポイントでもあるわね。

共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じ
ように、寄付に対する『優遇措置の対象団体』に
なっているんだ。おさらいも含め、一度じっくり勉
強してみよう！

として寄付をいただく場合

※

個人住民税が1,300円
還付されます。

寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所がある赤羽さん
（所得税率20％の方）が、年間15,000円のご寄付をした場合

赤羽家の
お父さんの場合

地方税である個人住民税は、国税である所得税の場合とは異なり、寄付先の共同
募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要になります。

第3号
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　赤い羽根共同募金は、民間の運動として戦後直後の1947年（昭和22年）に、市民が主体
の取り組みとしてスタートしました。当初は戦後復興の一助として、戦争の打撃をうけた福
祉施設を中心に資金支援する活動としての機能を果たしてきました。
　その後、「社会福祉事業法（平成12年社会福祉法に改正）」という法律をもとに「民間の社
会福祉の推進」に向けて、社会福祉事業の推進のために活用されてきました。
　そして60年以上たった今、社会が大きく変化する中で、さまざまな地域福祉の課題解決
に取り組む、民間団体を支援する仕組みとして、また、市民のやさしさや思いやりを届ける
運動として、共同募金は市民主体の運動を進めています。
　赤い羽根共同募金は、市民自らの行動を応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」です。

「共同募金」について



住民支え合い活動助成 ～支える人を支える募金、赤い羽根「ボラサポ」～

募金の使い道について

平成26年度 収入支出決算報告書

むすび丸のピンバッジで被災地の子ども達へ遊具を贈ろう！！

住民支え合い活動助成のしくみ

応募 決定受付

簡単な書式による
応募・報告

3県共同募金会が
主体となり、身近な市町村の

窓口で応募受付

決定後迅速に
助成金を送金

シュノーケリング体験による浜文化継承事業

平成24（2012）年4月～平成27（2015）年6月までの助成状況

石巻市  狐崎ビーチソケット

第3弾！！

■貸借対照表 平成27年3月31日現在（単位：円）

※1 共同募金は、集まった募金の翌年度に配分される仕組みです。配分団体については、本会の配分委員会で厳正な審査に
　　より決定されます。この決定された配分額（事業費）が、実施団体に配分する「未交付配分金」として計上されています。

※ 1,246,914円は繰越金より充当

資産の部 負債の部

純資産の部

当年度末 当年度末
471,605,201 233,737,799流動資産 流動負債
471,535,201 74,597　現金預金 　事業未払金

70,000 269,266　立替金 　その他の未払金

53,202,844 6,657,980固定資産 固定負債
38,427,200 6,657,980　基本財産 　退縮給付引当金
12,200,000 240,425,779　　土地
23,227,200　　建物
3,000,000　　特定預金 3,000,000基本金
14,775,644　その他の固定資産 3,000,000　第1号基本金
2,986,893　　構築物 5,000,000その他の積立金

5,000,000　　その他の固定資産 284,382,266純資産の部合計
524,808,045資産の部合計 524,808,045負債及び純資産の部合計

79,167　　車輌運搬具 5,000,000　その他の積立金

15,000　　差入保証金

36,604　　器具及び備品
6,657,980　　退職給付引当金資産 △240,582,313（うち当期活動増減差額）

負債の部合計

198,174,713　未交付配分金 ※１
925,796　未払費用
1,323,427　預り金
33,000,000　災害等準備金
11,000,000　　前年度災害等準備金
12,000,000　　前々年度災害等準備金
10,000,000　　前々々年度災害等準備金

次期繰越活動増減差額 276,382,266

平成26年度
共同募金運動結果について

　災害時には、全国からボランティアが応援に駆けつけること
が多くなりました。都道府県共同募金会では、被災地でのボラ
ンティア活動を支援するために、赤い羽根共同募金の3％を
｢災害等準備金｣（以下｢準備金｣）として積み立てています。
　平成26年度は台風や大雨災害により、災害救助法が適用
された15の市区町村の災害ボランティアセンターで、この準
備金が活用されました。立ち上げ資金や運営費として、6府県
共同募金会から合計4,400万円の助成を行いました。
　準備金は、基本的には各県ごとの災害に対して助成を行う
ことが原則ですが、東日本大震災のように大きな災害が発生
した場合には、都道府県域を超えて全国の共同募金会が準
備金を搬出しあい、被災地の共同募金会を通じて被災地を
支援しています。

　宮城県共同募金会の平成26年度決算をご報告いたします。
皆様からお寄せいただいた寄付金は、平成27年度に社会福祉
施設や社会福祉団体、そして社会福祉協議会等が行う地域の
福祉活動など様々な事業に使われます。決算時にはこの事業
費は「未交付配分金」として計上され、翌年度すみやかに実施
団体へ送金されます。

ここ数年、各地で大雨、地震、土砂崩れ、竜巻等さまざまな災害が発生しています。今年も箱根の大涌谷付近で火山性群発地震が続いて
いたり、口永良部島の新岳が爆発的噴火をしたり、5月にもかかわらず台風が日本列島に接近したりするなど、災害への不安はますます
高まっています。みなさんの地域で災害が起こった時、共同募金で活用できる資金があることをご存知ですか？

災害時の心強い味方  災害等準備金制度をご存知ですか？

297,515,701円

88,778,950円

総　計　386,294,651円（前年比 99.8％）

県　　域 207,853,467円
市町村域 89,662,234円

地域歳末    81,117,067円
ＮＨＫ歳末    7,661,883円

▲災害ボランティアセンター
に設置された広報用グッズ
の「のぼり」

▲被災地で支援活動を行うボランティア（2014年８月・広島市）

赤い羽根募金

歳末たすけあい募金

（前年比 100.1％）

（前年比 98.8％）

災 害 支 援 情 報

昨年もたくさんの
募金が寄せられ
たんだね！

　平成24年（2012）年4月から、被災地の復興に向けてさまざまな人のつながりや被災地域のコミュニティ再興を願い、ボラサポ※1の
一環として被災3県（岩手・宮城・福島）の地元住民による助け合い活動を支えることを目的に、「住民支え合い活動助成」を行っています。
※1 被災地で活動するボランティアグループやNPOを支える支援金。全国から寄付者が中央共募に寄せられ、被災3県が委託を受けこの事業を実施しています。平成27年度分は、助成総額に達した為、6月で終了しました。

●岩手・宮城・福島の地元住民が中心のグループが対象
●1回10万円を上限とし助成
●交流のための企画など、使いみちも比較的自由

　震災後、清掃活動によって美しさを取り戻してきている狐崎浜。シュノーケリング体験を通じて、
子どもたちに海の豊かさや面白さを経験してもらい、浜の文化を受け継いでいきたいと思います。
「震災後初めて、ゆっくり海に入れて楽しかった！」との声が寄せられ、浜の子どもたちにとってあら
ためて海を好きになってもらうきっかけとなりました。

　被災地の子ども達の支援のため、今年も「むすび
丸ピンバッジ募金」を行ないます。第３弾のデザイン
は、赤い羽根を滑り台に見立て、子どもが楽しく遊
ぶ姿をイメージしました。この募金は制作費を除き、
被災地での遊び場（遊具）整備に活用します。子ど
も達へ笑顔を届けるために、皆様のご協力をお願
い致します。

これまでの助成 のべ2,138団体に2億360万円

おおむね1ヶ月で助成決定

サロン活動
17％

季節事業
25％

住民交流事業
51％

生活支援事業 7％

応募総数 2,161件

応募総額 2億597万円

助成件数 2,138件

助成総額 2億360万円

採択率

合　　　計 10,630,972円

この事業に賛同し
いただいた寄付金 5,625,472円

ピンバッジ
（10,011個） 5,005,500円

98％

宮城県

平成26年度 第2弾「むすび丸ピンバッジ」の結果
※第3弾ピンバッジ
　デザイン

①社会福祉施設整備事業
(車両・施設の修繕・備品購入)

②子育て支援事業

⑤赤い羽根チャイルド大使
育成事業

⑥住民力・地域力・福祉力を
高める支援事業

③社会福祉団体支援

④安全生活支援事業

⑦被災地遊具整備事業

⑧難病救援活動支援事業

⑨児童養護施設自立支援事業

⑩緊急配分支援事業

⑪その他配分金

⑫災害準備金積立

⑬小規模災害支援

⑭奉仕活動推進費

19件

12件

4件

1件

13件

266件

3件

1件

7件

1件

-

-

-

-

23,590,000円

2,989,000円

850,000円

15,000,000円

7,430,000円

44,231,000円

8,800,000円

350,000円

2,000,000円

5,000,000円

7,955,413円

10,000,000円

50,00,000円

23,747,054円

合　　　計 403件 89,662,234円

①高齢者支援

②児童・青少年活動支援

③障害児・者支援

82件

54件

59件

20,980,963円

5,828,045円

9,324,872円

④住民全般活動支援

⑤奉仕活動推進費

173件

35件

47,341,659円

6,186,695円

合　　　計 59件 8,908,797円

①車両整備事業

②施設・団体の年末年始
の行事費

③児童養護施設等普通自動
車免許取得支援事業

2件

43件

14件

4,696,658円

1,704,768円

2,100,000円

④奉仕活動推進費 - 407,371円

合　　　計 319件 81,117,067円

①高齢者支援

②児童・青少年活動支援

③障害児・者支援

116件

51件

42件

41,640,310円

6,972,558円

5,688,578円

④住民全般活動支援

⑤奉仕活動推進費

71件

35件

21,684,138円

1,810,245円

⑥次年度運動経費 4件 3,321,238円

⑮次年度運動経費

合　　　計

-
327件

50,911,000円

207,853,467円

詳しい募金の使い道、配分先の詳細については本会ホームページをご覧ください。

1.県域募金 2.市町村域募金 3.地域歳末たすけあい募金 4.NHK歳末たすけあい募金

HPアドレス   ht tp ://www.aka ihane -miyag i .o r. jp/

赤い羽根共同募金の3％を

「災害等準備金」として
積み立てています

 1.
県域募金

 2.
市町村域
募金

 3.
地域歳末
たすけあい
募金

 4.
NHK歳末
たすけあい
募金


